
【自治会及び事業者の皆様へ】

【事業者の皆様へ】

〇　集積場所は常に清潔に保ち、利用者で維持管理をしてください。
〇　集積場所を新設・移動・分散・廃止する場合は、属する自治会と協議し、自治会⾧名で申請してくださ
　　い。
○　集積場所を設置する場合、環境事業センターと協議のうえ、次の事項に留意してください。

　１　ごみは８戸、資源物は２４戸を使用世帯数の目安としてください。その集積場所をとりまく実情に
　　合わせ、柔軟に検討します。
　２　ごみ収集車が安全かつ円滑に収集作業を行える場所で検討してください。特に、ごみ収集車は、
　　事故未然防止の観点から、原則バックでの走行はしないので、通り抜けができる道路形態の場所又は
　　容易に転回ができる道路形態の場所で申請をしてください。
○　集積場所を移動・分散・廃止する場合は、次の事項に留意してください。
　１　移動・分散をする場合は、現在の集積場所及び移動・分散後の集積場所を地図に明記してください。
　２　廃止する場合は、使用世帯に廃止することを伝え、以後の排出場所を周知してください。
○　申請書は、収集までの日にち（約２週間前まで）に余裕を持って提出してください。
○　資源物（プラスチック製容器包装類、びん、かん、ペットボトル、古紙類、衣類・布類、廃食用油、金属
　　類、スプレーかん）集積場所の使用例
【２４戸の目安】　コンテナ１個・ネット２個（かん・ペットボトル）
　びん用コンテナ（青・黄・灰）　　　　　　　　　　　　50㎝（縦）×68㎝（横）×38㎝（高さ）
　かん・ペットボトル・スプレーかん用ネット　　　　　　　46㎝（縦）×46㎝（横）×96㎝（高さ）

　※廃食用油と金属類は、コンテナに入れずに、直に出してください。
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集積場所に関する留意事項

8戸以上の開発か? No

『茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続

及び基準等に関する条例 第26

条』を参照してください。

※24戸に満たない場合、資源物

の置場について、必ず事前に地域

自治会⾧と協議してください。

②２～７戸の集合住宅（共

同住宅・⾧屋等）

①戸建住宅（分譲）

集積場所をつくるか?

『茅ヶ崎市のまちづくりにおける

手続及び基準等に関する条

例 第26条』を参照し、極力

条例に準じて設置してください。

※資源物の置場について必

ず事前に地域自治会⾧と協

議してください。

必ず事前に地域自治

会⾧と協議をし、集積

場所を決定してください。

※地域との協議次第で

は、集積場所を設置し

ていただく必要がありま

す。

基本は集積場所を敷地内に設置

してください。必ず地域自治会⾧と

協議をし、排出する品目（燃やせ

るごみ・燃やせないごみ・資源

物）を決定してください。

Yes Yes No

【お問合せ】

茅ヶ崎市環境事業センター（業務担当）

茅ヶ崎市萩園１０８５番地 ＴＥＬ:０４６７（５７）０２００ / ＦＡＸ:０４６７（８６）６８３３

メール:kankyoujigyou@city.chigasaki.kanagawa.jp

開発事業者の方へ

（ごみ集積場所の新規設置について）

二次元コード ※車両走行の都合で、設置ができない場合があります。


